平成23年度 専攻建築士に成るための要件（審査要件）の概要

専攻建築士になるための要件は、
①「CPDを実施し、必要な研修型ＣＰＤの履修単位以上あること」
②「建築士資格取得後の専攻領域の実務経験年数が５年以上あること」
③「当該領域の責任ある立場での実務実績」が３件以上あること。

④但し、本会と本制度について合意協定を締結した建築関係団体の建築士免許を有する場合、一部条件が免除される場合もある（表1）。
以上の要件を満たす建築士を、建築士会に設ける「専攻建築士審査評議会」で審査し、連合会に設ける「専攻建築士認定評議会」で承認することで「専攻建築士」として登録される。

「責任ある立場での実務実績」：
a. 比較的小規模の業務について、企画、計画・設計・監理、調整、施工管理などの大半を実施した業務。

b. 比較的大きな業務の一部を担当して業務全体を理解した上で関連部署との調整やチームの指導など
を行う業務。

c. 複雑な条件下の業務、新しい考え方が求められる業務あるいは複数の領域にまたがる業務等、またはそれらを総括する立場で行う業務。
	　　表1　専攻建築士申請　必要・確認資格　・　協定団体資格免除等一覧

	

	　
	申請必要資格
	建築士免許より先に
取得した場合経歴年
数に参入できる資格
	実務経歴・実績免除資格　　
	建築士会
ＣＰＤ

	まちづくり
	建築士
	　
	
	要

	統括設計
	建築士※1
	　
	ＡＰＥＣアーキテクト
	不要

	構造設計
	一級建築士※1
	　
	ＡＰＥＣエンジニア
	不要

	
	
	
	ＪＳＣＡ建築構造士
	要

	
	
	
	構造計算適合性判定員
	要

	
	
	
	構造一級建築士
	要

	設備設計
	建築士※1
	建築設備士
	JABMEEシニア
	不要

	
	
	
	設備設計一級建築士
	要

	建　　築
生　　産
	建築士
	一級建築施工管理技士

一級電気工事施工管理技士
一級管工事施工管理技士

	建築積算士 　
　　建築コスト管理士
特殊建築物調査資格者 　　　 
　　建築設備検査資格者　 　　
　　建築仕上診断技術者　 　　
　　建築設備診断技術者　　　  
    建築・設備総合管理技術者　
	要

	棟　　梁
	建築士
	
	日本伝統建築技能者　　　　　　　　　　　　　
日本伝統建築技術保存会正会員
	要

	法　　令
	一級建築士。
二級・木造建築士の場合は建築基準適合判定資格者・建築主事資格試験合格者に限る
	　
	建築基準適合判定資格者
建築主事資格試験合格者
	要

	教育研究
	建築士
	　
	　
	要

	· 1  専攻領域に係るコストマネージメント、コンストラクションマネージメント、マネージメント等の業務に従事した
年数を実務年数に加えることができる。












































